
令 和 ７ 年 ２ 月 ５ 日  

みどり３３推進担当部公園緑地課 

 

世田谷区立ミニＳＬ条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正理由 

  公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用

料等の見直しの考え方に基づき、料金改定を行うため、世田谷区立ミニＳＬ条

例の一部を改正する。 

 

２ 改正内容（別紙 新旧対照表参照） 

 

３ 施行予定日 

  公布の日より施行（令和７年１０月１日から適用） 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年 ２月  令和７年区議会第一回定例会（条例改正案） 

３月  公布（同日施行） 

令和７年１０月  改定後料金適用開始 
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世田谷区立ミニＳＬ条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区立ミニＳＬ条例 ○世田谷区立ミニＳＬ条例 

昭和57年３月16日条例第27号 昭和57年３月16日条例第27号 

改正 改正 

昭和60年３月28日条例第10号 昭和60年３月28日条例第10号 

昭和61年３月29日条例第22号 昭和61年３月29日条例第22号 

平成７年３月10日条例第22号 平成７年３月10日条例第22号 

平成30年３月６日条例第37号 平成30年３月６日条例第37号 

令和７年３月●日条例第●号  

世田谷区立ミニＳＬ条例 世田谷区立ミニＳＬ条例 

（目的及び設置） （目的及び設置） 

第１条 児童の健全な育成に寄与し、併せて科学的興味を養成するた

め、東京都世田谷区池尻一丁目５番27号に世田谷区立ミニＳＬ（以

下「ミニＳＬ」という。）を設置する。 

第１条 児童の健全な育成に寄与し、併せて科学的興味を養成するた

め、東京都世田谷区池尻一丁目５番27号に世田谷区立ミニＳＬ（以

下「ミニＳＬ」という。）を設置する。 

（使用料） （使用料） 

第２条 ミニＳＬの利用については、学齢に達しない者は無料とし、

その他の者については別表に定める額の使用料を徴収する。 

第２条 ミニＳＬの利用については、学齢に達しない者は無料とし、

その他の者については別表に定める額の使用料を徴収する。 

（利用） （利用） 

第３条 ミニＳＬを利用しようとする者は、規則の定めるところによ

り、区長の承認を受けなければならない。 

第３条 ミニＳＬを利用しようとする者は、規則の定めるところによ

り、区長の承認を受けなければならない。 

２ 区長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、ミニＳＬの利

用を承認しない。 

２ 区長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、ミニＳＬの利

用を承認しない。 

(１) 秩序を乱すおそれがあるとき。 (１) 秩序を乱すおそれがあるとき。 

(２) 営利を目的とするとき。 (２) 営利を目的とするとき。 

(３) 管理上支障があるとき。 (３) 管理上支障があるとき。 

（利用の条件） （利用の条件） 

第４条 区長は、ミニＳＬの利用の承認をする場合において、管理上第４条 区長は、ミニＳＬの利用の承認をする場合において、管理上
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改正後 改正前 

必要な条件を付けることができる。 必要な条件を付けることができる。 

（使用料の納付） （使用料の納付） 

第５条 ミニＳＬの利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）

は、規則の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。 

第５条 ミニＳＬの利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）

は、規則の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。 

（使用料の不還付） （使用料の不還付） 

第６条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の

理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することがで

きる。 

第６条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の

理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することがで

きる。 

（使用料の免除） （使用料の免除） 

第７条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める

ところにより、使用料を免除することができる。 

第７条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める

ところにより、使用料を免除することができる。 

(１) 区が主催して直接公益のために利用するとき 全額 (１) 区が主催して直接公益のために利用するとき 全額 

(２) 区内の保育園（これに準ずるものを含む。）、幼稚園又は小

学校が直接教育目的のために利用するとき 全額 

(２) 区内の保育園（これに準ずるものを含む。）、幼稚園又は小

学校が直接教育目的のために利用するとき 全額 

(３) 20人以上の団体で利用するとき ５割に相当する額 (３) 20人以上の団体で利用するとき ５割に相当する額 

(４) 前３号のほか、区長が必要と認めたとき 区長が定める額 (４) 前３号のほか、区長が必要と認めたとき 区長が定める額 

（利用権の譲渡の禁止） （利用権の譲渡の禁止） 

第８条 利用者は、利用の権利を譲渡してはならない。 第８条 利用者は、利用の権利を譲渡してはならない。 

（利用の制限） （利用の制限） 

第９条 区長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その利用

の承認を取り消し、利用条件を変更し、又は利用を停止することが

できる。 

第９条 区長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その利用

の承認を取り消し、利用条件を変更し、又は利用を停止することが

できる。 

(１) 利用目的又は利用条件に違反したとき。 (１) 利用目的又は利用条件に違反したとき。 

(２) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 (２) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(３) 前２号のほか、区長が必要と認めたとき。 (３) 前２号のほか、区長が必要と認めたとき。 

（損害の賠償） （損害の賠償） 

第10条 利用者は、ミニＳＬをき損し、又は滅失したときは、損害額

を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると区

第10条 利用者は、ミニＳＬをき損し、又は滅失したときは、損害額

を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると区
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改正後 改正前 

長が認めたときは、この限りでない。 長が認めたときは、この限りでない。 

（委任） （委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要

な事項は、区長が定める。 

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要

な事項は、区長が定める。 

付 則 付 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において

規則で定める日から施行する。（昭和57年３月規則第27号で、同57年

４月１日から施行。ただし、東京都世田谷区立ミニＳＬの公用開始の

日は、区長が別に定める。） 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において

規則で定める日から施行する。（昭和57年３月規則第27号で、同57年

４月１日から施行。ただし、東京都世田谷区立ミニＳＬの公用開始の

日は、区長が別に定める。） 

付 則（昭和60年３月28日条例第10号） 付 則（昭和60年３月28日条例第10号） 

この条例は、昭和60年４月１日から施行する。 この条例は、昭和60年４月１日から施行する。 

付 則（昭和61年３月29日条例第22号） 付 則（昭和61年３月29日条例第22号） 

１ この条例は、昭和61年４月１日から施行する。 １ この条例は、昭和61年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都世田谷区立ミニＳＬ条例の規定

は、昭和61年４月１日以後に利用の申請をした者について適用し、

同日前に利用の申請をした者については、なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の東京都世田谷区立ミニＳＬ条例の規定

は、昭和61年４月１日以後に利用の申請をした者について適用し、

同日前に利用の申請をした者については、なお従前の例による。 

付 則（平成７年３月10日条例第22号） 付 則（平成７年３月10日条例第22号） 

１ この条例は、平成７年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の世田谷区立ミニＳＬ条例の規定は、平成

７年４月１日以後の利用について適用し、同日前の利用については、

なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の世田谷区立ミニＳＬ条例の規定は、平成

７年４月１日以後の利用について適用し、同日前の利用については、

なお従前の例による。 

附 則（平成30年３月６日条例第37号） 附 則（平成30年３月６日条例第37号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の世田谷区立ミニＳＬ条例の規定は、平成

30年10月１日以後に納付される使用料について適用し、同日前に納

付される使用料については、なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の世田谷区立ミニＳＬ条例の規定は、平成

30年10月１日以後に納付される使用料について適用し、同日前に納

付される使用料については、なお従前の例による。 

附 則（令和７年３月●日条例第●号）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  
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改正後 改正前 

２ この条例による改正後の別表の規定は、令和７年10月１日以後に

納付される使用料について適用し、同日前に納付される使用料につ

いては、なお従前の例による。 

 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 利用者 使用料   利用者 使用料  

 子ども（１８歳以下） 50円   小学生 50円  

 大人 110円   中学生以上の者 100円  
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